
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例  

 

(市町村が処理する事務の範囲等 ) 

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村が処理するこ

ととする。  

二十  東京都重度心身障害者手当条例 (昭和四十八年東京都条例第六十八号。以下この項において

「条例」という。 )及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの  

イ  条例第四条の規定による知事に対して行うべき受給資格の認定に係る申請の受理  

ロ  条例第九条の規定による知事に対して行うべき受給者の住所変更等に係る届出の受理  

ハ  条例第十条の規定による報告の要求及び生活状況等に関する調査  

ニ  イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であっ

て別に規則で定めるもの  

各市町村  

二十九の五の二  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法

律第百二十三号 )の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの  

各市町村  

二十九の九  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四

号 )の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの  
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市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲

等を定める規則  

 

(市町村が処理する事務の範囲 ) 

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。  

六  特例条例第二条の表二十の項ニに規定する東京

都重度心身障害者手当条例 (昭和四十八年東京都

条例第六十八号 )の施行に係る事務のうち規則に

基づく事務であって別に規則で定めるもの  

東京都重度心身障害者手当条例施行規則 (昭和四十

八年東京都規則第百四十一号。以下この項において「規

則」という。 )に基づく事務のうち、次に掲げるもの  

イ  規則第八条第一項の規定により知事が発行した重

度心身障害者手当受給資格認定通知書の交付、同条

第二項の規定により知事が発行した重度心身障害者

手当受給資格非該当通知書の交付及び同条第三項の

規定により知事が発行した重度心身障害者手当申請

却下通知書の交付  

ロ  規則第九条の規定により知事が発行した重度心身

障害者手当受給者現況判定通知書の交付  

ハ  規則第十条の規定により知事が発行した重度心身

障害者手当受給資格消滅通知書の交付  

ニ  規則第十二条の規定により知事が発行した重度心

身障害者手当返還請求書の交付  

ホ  規則第十三条第三項の規定による知事に提出すべ

き重度心身障害者手当受給者死亡届の受理  

十三の三の三  特例条例第二条の表二十九の五の二

の項に規定する障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第

百二十三号 )の施行に係る事務のうち規則に基づ

く事務であって別に規則で定めるもの  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行細則 (平成十八年東京都規則第十二号。

以下この項において「規則」という。 )に基づく事務の

うち、次に掲げるもの  

イ  規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべ

き自立支援医療費 (精神通院 )支給認定申請書等の受

理  

ロ  規則第十五条第三項の規定により知事が発行した

自立支援医療 (精神通院 )受給者証又は自立支援医療

(精神通院 )支給認定申請却下決定通知書の交付  

ハ  規則第十八条の規定による知事に提出すべき自立

支援医療 (精神通院 )受給者証等記載事項変更届の受

理  

ニ  規則第十九条第一項の規定による知事に提出すべ



き自立支援医療 (精神通院 )受給者証再交付申請書の

受理  

ホ  規則第十九条第二項の規定により知事が発行した

自立支援医療 (精神通院 )受給者証の再交付  

ヘ  規則第二十三条第二項の規定により知事が発行し

た自立支援医療 (精神通院 )支給認定取消決定通知書

の交付  

十三の七  特例条例第二条の表二十九の九の項に規

定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律 (平成十年法律第百十四号 )の施行

に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に

規則で定めるもの  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律施行細則 (平成十一年東京都規則第百十二号。以

下この項において「規則」という。 )に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの  

イ  規則第二十条の規定による申請書等の受理  

ロ  規則第二十一条の規定による審査及び患者票の交

付又は却下の通知  

ハ  規則第二十四条の規定により返還される患者票の

受理  

ニ  規則第二十五条の規定による変更届の受理  

 



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成十八年政令第十号） 

 

（指定自立支援医療に係る負担上限月額）  

第三十五条 法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他

の事情をしん酌して政令で定める額（附則第十三条において「負担上限月額」という。）は、法第五十

四条第一項に規定する厚生労働省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

一 その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療

を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町

村等による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者（以下「高額治療継続者」という。）

である場合における当該支給認定障害者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。） 一万円  

二 その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給

認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月

が四月から六月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の

額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満である場合における当該支給

認定障害者等（次号から第五号までに掲げる者を除く。） 五千円  

三 市町村民税世帯非課税者（その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支

援医療のあった月の属する年度（指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあって

は、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村の条例で定めるところ

により当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の

施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号におい

て同じ。）又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月

において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認

定障害者等（次号及び第五号に掲げる者を除く。） 五千円  

四 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年（指定自

立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において

同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十五条第二項第一

号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。）、当該指定自立支援医療のあった月の属す

る年の前年の合計所得金額（地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をい

い、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）及び当該指定自立支援医療のあった月の

属する年の前年に支給された国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）に基づく障害基礎年金

その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又はその支給

認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者であ

る者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等（次号に掲

げる者を除く。） 二千五百円  

五 その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、

被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支

給認定障害者等 零 
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